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１ 社会保障制度の概要 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
　フランスの社会保障制度は、大きく社会保険制度

（assurance sociale）と社会扶助制度（aide sociale）

に分けられる。

　社会保険制度は、保険料によってまかなわれる制度

であり、疾病保険（assurance maladie）（医療）、老齢

保険（assurance vieillesse）（年金）、家族手当等に分

かれている。また、職域に応じて多数に分立し複雑な

制度となっているが、その中で加入者数が多く代表的

なものが、民間の給与所得者を対象とする一般制度で

ある（表１）。制度の分立に伴う各制度間の人口構成上

の不均衡を是正するため、1975年以来、疾病保険、老

齢保険及び家族手当について全制度を通じた財政調整

が実施されている。社会保険は、戦後、制度の一般化

という形で適用の拡大が図られてきた。

　他方、社会扶助制度は、社会保険制度の給付を受け

ない障害者、高齢者、児童などの救済を目的とする補

足的な制度であり、高齢者扶助、障害者扶助などによ

り構成されている。社会扶助は租税を財源としている

ため、給付を受けるには所得が一定額以下であること

が条件となる。

　なお、社会保険制度は保険料で運営するのが原則で

あり、保険料負担は労使で分担するが、使用者負担の

割合が非常に大きい（表２）。従来、国庫負担は赤字補

填に限定されていたが、1991年から導入された一般社

会拠出金（CSG）をきっかけに社会保障の国庫負担が

増大した。CSGの拠出率は、当初1.1％で家族手当金庫

の財源として充当されていたが、現在の税率は一部の

所得を除き7.5％であり、1.08％分が家族手当金庫、

0.83％分が老齢連帯基金、5.29％分が疾病金庫の財源と

（参考）　1ユーロ＝110.94円（2011年期中平均）フランス

〈表4-4-1〉フランスの社会保障制度の運営組織

一般制度
（民間被用者を対象）

公務員制度・特別制度
（公務員等が対象）

非被用者制度
（自営業者等を対象） 農業制度

給
付
事
務
運
営
・
担
当
機
関

保険料徴収
機関

社会保障機関中央資金管理事務所
（ACOSS） 各給付機関が徴収

家族手当 全国家族手当金庫（CNAF） 全国家族手当金庫（CNAF）
または使用者（ex.国）

全国家族手当金庫（CNAF） 農業社会共済（MSA）
障害者手当
在宅手当
疾病保険 全国被用者疾病保険金庫

（CNAMTS）
国家・地方公務員、国鉄、パリ
市交通公社などの職域特別制度
運営機関

自営業者社会制度（RSI） 農業社会共済（MSA）
疾病
出産
障害、死亡
労働災害
職業病
老齢保険 全国老齢保険金庫（CNAV）

補足年金制度連合（ARRCO）
国家・地方公務員、国鉄、パリ
市交通公社などの職域特別制度
運営機関

自営業者社会制度（RSI）
全国自由業者老齢保険金庫（CNAVPL）
弁護士全国金庫（CNBF）

農業社会共済（MSA）
基礎年金
補足年金

〈表4-4-2〉フランスの社会保障における保険料の負担割合

保険等種類 使用者負担 被用者負担 拠出算定基準
疾病保険（疾病、出産、障害、死亡、連帯） 13.1％ 0.75％ 給与全額
家族手当 5.4％ なし 給与全額
労災保険 事業所毎変動率 なし 給与全額

老齢保険（年金基礎制度）
8.3％ 6.65％ 上限報酬限度額までの給与

1.6％ 0.1％
（遺族手当充当分） 給与全額

住宅支援基金
（FNAL：Fonds national d’aide an logement）
への拠出

0.5％ なし 給与全額
（従業員20名以上の企業の場合）

0.1％ なし 上限報酬限度額までの給与
（従業員20名未満の企業の場合）

資料出所：社会保障・家族手当保険料徴収連合（URSSAF）ホームページ
注１：2011年1月1日現在
注２：上限報酬限度月額は2,946ユーロ。年額（×12月）は35,352ユーロ
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して充当されている。このほか、1996年からは社会保

障の累積赤字（特に疾病保険（医療）部門）返済を目

的として、当初13年間限定であったが現在では無期限

となった社会保障負債返済拠出金（CRDS）の0.5％が

加わった。これらの拠出金は、免税対象者（最低賃金

（SMIC）の1.3倍までの所得の者）及び年金生活者にも

課税されるのが特徴である。

２ 社会保険制度等 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
（1） 制度の概要

　フランスでは、国の社会保険制度整備以前から存在

してきた職域ごとの相互扶助組合や社会事業等を、国

の社会保障に組み込む形で制度が形成されてきた。そ

うした経緯もあり、老齢保険（年金）と疾病保険（医療）

がそれぞれ別々の制度であるというだけでなく、年金、

医療ともに種々の制度が分立し、金庫（caisse）と呼

ばれる管理運営機構が運営を行っている。ただし、国

民の大多数はいずれかの老齢保険制度及び疾病保険制

度によってカバーされている。

　なお、介護保険制度はないが、これに相当するもの

として高齢者自助手当（APA）（5（2）c参照）がある。

（2） 老齢保険（年金）制度

 a 制度の類型

　フランスの年金制度は、法定基礎制度として一階建

てで強制加入の職域年金が多数分立している。ただし

無業者は任意加入となっているので国民皆年金とは

なっていない。

　各職域年金の管理運営機構として金庫（caisse）が

設置され、利害関係者から構成される理事会がその運

営に当たっている。法定基礎制度として最も代表的な

制度が「一般制度｣ であり、その管理運営機構が全国老

齢保険金庫（CNAV）である。法定基礎制度は我が国の

厚生年金に相当し、すべて社会保険方式である。

　また、法定基礎制度の支給水準の低さを補うために

補足年金制度がある。元来は労働協約に基づく私的な

制度であったが、現在では強制適用されて、これも我

が国の厚生年金制度に相当する重要な役割を果たして

いる。

 b 一般制度の概要

　財源は、労使拠出の保険料で、報酬全体を対象に使用

者が1.6％、被用者が遺族手当充当分として0.1％の保険

料を負担し、さらに、報酬限度額までを対象に使用者が

8.3％、被用者が6.65％を負担する（2011年１月現在）。

　支給開始年齢は、フランソワ・ミッテラン政権下の

1983年に65歳から60歳に引き下げられたが、2011年の

年金改革により段階的な引き上げが決定され、2018年

に62歳となる予定。また、満額年金を受給するためには、

拠出期間が163四半期に達しているという条件を満たし

ている必要がある（1951年生まれの場合）。したがって、

この条件を満たすために支給開始年齢に到達した時点

で年金の受給を開始せず、就労を継続する者もいる。

　給付内容は、満額年金であれば、従前賃金のうち最

も高い25年間の平均賃金の50％となっている。補足年

金（c）を受給する者も多く、両者を加えると従前賃金

の５～８割の水準になる。

 c 補足年金制度

　フランスにはこのほか、労働協約に基づいて管理職

員と一般労働者で異なる２つの補足年金制度がある。

一般労働者向けの制度は1998年までは46の制度が分立

していたが、1999年から１つの制度に統合された。労

働協約の拡張制度（労働協約の当事者たる使用者と労

働組合（及びその組合員）以外にも労働協約で定めた

ことを広く一般に適用する制度）により農業者等にも

広く強制適用されている。この２つの補足年金制度の

管理運営機構として、補足年金制度連合（ARRCO）及

び管理職年金制度総連合（AGIRC）が設立されている。

（3）疾病（医療）保険制度等

　フランスの疾病（医療）保険制度は、法定制度とし

て職域ごとに強制加入の多数の制度があり、各職域保

険の管理運営機構として金庫（caisse）が設置されて

いる。具体的には、被用者制度（一般制度、国家公務

員制度、地方公務員制度、特別制度（パリ市交通公社、

船員等））、非被用者制度（自営業者）等の様々な制度

があるが、このうち一般制度に国民の80％が加入して

いる。これら強制適用の各制度の対象とならないフラ

ンスに常住するフランス人及び外国人は、2000年１月
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から実施された普遍的医療カバレッジ（給付）制度

（CMU：couverture maladie universelle）の対象とな

る。現在、国民の99％が保険でカバーされている。こ

のほか任意加入の制度として、共済組合や相互扶助組

合等の補足制度がある。一方、フランスには、我が国

の国民健康保険のような地域保険がないため、退職後

も就労時に加入していた職域保険に加入し続けること

になる。

　一般制度については、全国被用者疾病保険金庫

（CNAMTS）が管理運営を行っている。

　財源の多くは労使拠出の保険料で、報酬全体を対象

に被用者が0.75％、使用者が13.1％の保険料を負担する。

このほか、被用者負担の一般社会拠出金（CSG）、国庫

補助、目的税（タバコ、酒等）の税収等の財源も重要

となっている。

　給付内容については、償還払いが基本であるが、入

院等の場合には直接医療機関に支払われる。償還率は

医療行為により異なるが、外来の場合は70％（通常の

医薬品は65％）が原則である。また、医療保険の償還

の対象とならない定額の負担金が、診療（毎回１ユー

ロ）、入院（日額18ユーロ）や薬剤（一箱0.5ユーロ）と

いった区分ごとに設定されている。ただし、多くの場合、

自己負担分は共済組合や相互扶助組合等によりカバー

されており、これらによってカバーされない部分が最

終的な自己負担になる。

３ 公衆衛生施策 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
（1） 保健医療行政機関

　保健医療行政は中央集権的な仕組みで、中央の責任官

庁である保健省が、地方出先機関として、各州（Region：

全国に22州（海外領土は除く））に州保健福祉局

（DRASS）及び州病院庁（ARH）を、各県（Departement：

全国に95県（海外領土は除く））に県保健福祉局

（DDASS）を設置していたが、2009年に成立した「病院、

患者、保健、地域法」により、これらの機関と疾病金庫

の出先機関を州レベルで統合する州保健庁（ARS）が設

置された。

（2） 医療施設

　医療施設としては、公立病院、民間非営利病院（社団、

財団、宗教法人）、民間営利病院（個人、会社組織）、

診療所（個人）がある。公的病院活動1）に参加し、公的

病院と同様の役割を果たす民間非営利病院については、

医療費の支払い、施設整備の補助金等の取扱いについ

ても公的病院と同様の取扱いとなる。病院の施設数･病

床数については、2007年末において、公立病院が972施

設、283,648床、民間病院が1,800施設、153,890床となっ

ている。

（3） 医療従事者

　医師については国家試験がなく、大学卒業資格であ

る医学国家博士号の取得により医師の資格を得る。現

役の医師の数は開業医122,496人，勤務医86,647人の合

計209,143人（2008年）であり、人口当たり医師数は過

去最高の水準となっているが、将来的には医師不足が

見込まれ、近年は医学生数の枠を増加させる措置を講

じている。また、医師数には地域差や診療科ごとの差

があるという問題もある。医師の職業団体としては、

全員強制加入の医師会と、職種又は政治的主張ごとに

組織される医師組合があり、代表的な医師組合として

はフランス医師組合連合会（CSMF）とフランス一般医

組合（MGFrance）がある。

４ 公的扶助制度 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
（1） 制度の類型

　フランスでは、数多くの困窮者救済策が国民連帯の

■１）「公的病院活動」とは（通常の病院活動に加え）以下の活動に協力することをいう（公衆保健法（Code de la Sante Publique）L6112-1条）。
　　　①　大学と大学卒業後の医学・歯学・薬学系の教育・研究
　　　②　医師の社会人教育
　　　③　医学・歯学・薬学研究
　　　④　助産婦、医療補助スタッフの養成、社会人教育、また、こうした医療補助分野の研究
　　　⑤　予防医学と保健教育に関する活動とそのコーディネート
　　　⑥　医師と他の医療スタッフが共同でおこなう救急医療活動
　　　⑦　社会復帰を支援する団体や関係機関と協力して行う社会的排除との戦い
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思想に基づき発展してきた（表３）。このうち、重要な

ものとしては積極的連帯収入（RSA）（従来の最低社会

復帰扶助（RMI）及び片親手当（API）を再編して2009

年６月から実施）及び成人障害者手当（AAH）がある。

なお、社会扶助の原則として、受給者の死後相続額が

一定額を超える場合には、給付の回収が行われる。

〈表4-4-3〉フランスの社会扶助給付受給者数
（人）

2008年 2009年
　積極的連帯収入RSA
+最低社会復帰扶助RMI
+API片親手当

1,342,389 1,483,007

特別連帯手当ASS 323,994 348,390
年金相当給付AER 67,330 58,464
一時待機手当ATA 25,147 35,669
成人障害者手当AAH 848,806 883,337
障害者補足手当ASI 97,000 91,917
寡婦手当AV 5,087 5,792
高齢者補足手当ASV及び
高齢者連帯手当ASPA

575,157 583,151

連帯収入RSO 12,708 12,764
資料出所：フランス労働雇用保健省 「minima sociaux et prestations 
　　　　　socials en 2009」

（2） 積極的連帯収入

　　（RSA：Revenu de solidarité active）

　2009年６月から、従来、最低社会復帰扶助（RMI）、

片親手当（API）等に分かれ、複雑になっていた社会復

帰希望者に対する支援を一本にまとめるとともに、こ

うした従来の扶助の対象となっていない低所得労働者

にも補足的な給付を支給する積極的連帯収入（RSA）

が実施されている。RSAは国と県の協力により実施さ

れ、対象者に対する支払は、従来のRMIと同様に家族手

当金庫（CAF：Caisses d’Allocations familiales）及

び農業社会共済（MSA：Mutualité Sociale Agricole）

により行われる。

　対象者は、2010年９月に25歳以上の者から18歳以上

の者に改正された。支給額は、家族と労働収入の状況

により異なるが、従来のRMIにおいては労働による収入

額はRMI支給額から控除されていたのに対し、労働活動

を促進するため、労働収入が増加した場合に、RSAの

支給額を含めた家計の全体収入が漸増するように設定

されている。支給月額は、単身466.99ユーロ、２人世帯

700.49ユーロ、３人世帯840.59ユーロ（2011年）。この

ほか、一人親加算、住居手当等の受給が可能である。

（3） 高齢者連帯手当

 （ASPA：Allocation de solidarité aux personnes âgées）

　非拠出制の老齢給付（一般制度）の基礎手当（どの老

齢保険制度にも加入していない人を対象とする非拠出制

年金）。対象者は原則として65歳以上の者である。ASPA

の支給額は世帯構成人数、所得により変動する。2007年

１月に、それまでの老齢被用者手当（AVTS：Allocation 

aux vieux travailleurs salariés）、配偶者と離別した多子

母 親 老 齢 手 当（AMF：Allocation aux mères de 

famille）、老齢被用者配偶者終身手当（secours viager）、

老齢最低保障手当（minimum vieillesse）及び老齢特別

手当（ASV：Allocation spéciale de vieillesse）が一本

化されたもの（以前からの受給者は旧制度の手当を継

続）。

（4） 年金相当給付

 （AER：Allocation équivalent retraite）

　60歳未満で、満額年金受給のための拠出期間を拠出

し終えた失業者については、年金受給開始年齢までの

間、年金相当給付（AER）を受給することができる（2002

年創設）。受給額は年金額と同等とされる。2011年１月

に廃止され、現在は2010年末までに受給権を得た者が

受給している。

５ 社会福祉施策 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
（1） 社会福祉施策全般

　社会福祉施策は、フランスでは社会扶助制度の枠組

みで行われ、各県において、県議会議長の指揮下にあ

る県社会活動局と、国の出先機関である県保健福祉局

（DDASS）が相互に連携を取りつつ施策を実施してい

る。主に、租税を財源としており、給付については原

則として所得制限がある。

（2） 高齢者保健福祉施策

 a 在宅サービス

　在宅サービスとして、地域社会福祉センター（CCAS）

を経由したホームヘルプサービス等が行われている。

財源は、社会保険の金庫、利用者負担等様々である。

具体的には、余暇クラブの設立、高齢者レストランの

設置、在宅介護サービスの提供等が行われている。近
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年は在宅介護の充実が課題となっており、各年金金庫、

県及び市町村では、後述の高齢者自助手当（APA）の

対象とならない高齢者を対象に、家事援助サービスを

中心として、食事宅配サービスやデイケアセンター、

リハビリ老人クラブ、高齢者移送サービス等のサービ

スを行っている。

 b 施設サービス

　施設サービスとしては、2007年末現在、老人ホーム

（Maison de retraite：469,826床）、集合住宅（Logement-

foyer：145,609床）及び長期医療ケア病床（Service de 

soins de longue duree：66,440床）の整備が図られてい

る2）。

 c 高齢者自助手当（APA）

　高齢者介護のための制度である高齢者自助手当（APA：

Allocation personnalisée d’autonomie）は、1997年に

創設された介護給付（PSD：Prestation spécifi que 

dépendance）を、2002年に改正したものである。

　支給対象は、60歳以上のフランス人及びフランスに

合法的に長期在住する外国人で、日常活動に支障のあ

る者であり、2009年９月現在で、112.8万人が受給して

いる。

　財源の約３分の２を県が、約３分の１を全国自立連帯

基 金（CNSA：Caisse nationale de solidarité pour l’

autonomie）が負担しており、同基金の負担分は、介護

手当負担金（CSA：Contribution solidarité autonomie）、

国庫負担金（一般社会拠出金（CSG））、年金保険（全国

老齢保険金庫（CNAV）等）の分担金が充てられている。

なお、介護手当負担金（CSA）は、2004年７月に導入さ

れたもので、使用者が支払賃金の0.3％を負担する。

　要介護度認定は、①在宅サービスの場合、まず医師

とソーシャル･ワーカーからなるチームが申請者の家庭

を訪問し、申請者及びその家族の話合いにより援助プ

ランを作成しつつ、申請者の介護ニーズを把握する。

そして、６段階からなる要介護状態区分（要介護度１

が最重度、給付は要介護度１～４のみ）の認定について、

県の専門医を含む社会医療チームからの報告に基づき、

県議会議長を長とする委員会が審査･提案し、県議会議

長が決定する。②施設サービスの場合、介護ニーズの

把握は、医師の責任において施設によって行われる。

　給付内容は、①在宅サービスの場合はサービス経費

から利用者負担額を差し引いたものとなり、給付の対

象となるサービス経費の上限額（2011年）は、年最重

度の要介護度１が月1,261.60ユーロ、要介護度２が

1081.37ユーロ、要介護度３が811.03ユーロ、要介護度

４が540.69ユーロとなっている。②施設サービスの場合

は、サービス経費は要介護度ごとに設定されており、

また利用者負担額は所得や要介護度によらない定額部

分と所得及び要介護度に応じた定額によって構成され

る。

　給付の対象となる在宅サービスは、家事援助、食事

の介助、夜間の見回りサービス等である。施設サービ

スについては、医療経費及び宿泊滞在経費を除いた介

護経費のみが給付の対象となる。2008年末で受給者の

62％が在宅、38％が施設となっている。

　なお、個々の申請者のニーズに応じて、家事援助、

食事の介助、夜間の見回りサービス、介護器具購入費、

住宅改修経費など、幅広いサービスが給付の対象とな

る。介護サービスは原則として認可を受けた事業者又

はホームヘルパーから受ける必要があり、無認可のホー

ムヘルパーを雇う場合は利用者負担が１割加算される。

配偶者や同居家族等によるサービスは給付対象となら

ない。給付は毎月行われるのが原則である。高額な介

護器具を購入する場合や住宅改修を行う場合は、介護

ニーズを把握するチームの報告に基づき、複数月分の

給付の一括給付も可能である。ただし１年につき４か

月分が限度である。

 d 介護休暇制度

　2006年７月の全国家族会議（Conference nationale 

de la Famille）において、ド・ビルパン首相は家族介

護休暇制度を導入する方針を打ち出し、2007年１月か

■２）  資料出所　DRESS：les établissement d’hébergement pour personnes âgées（2010年2月）
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ら施行された。これにより、高齢の家族を介護するた

めに休暇を取得するあるいは労働時間を短縮すること

が認められるようになった。

　休暇取得の条件は勤続年数１年以上の者とされ、休暇

の期間は３か月であるが最長で合計１年まで延長するこ

とができる。使用者は同休暇の申請を拒否することがで

きず、復職後は従前と同一ポストあるいは同等とみなさ

れるポストが保障される。なお、使用者に休暇中の給与

支払い義務はなく、同休暇に関連する手当もない。ただ

し、休暇中の年金積み立てや疾病保険料納付は国により

肩代わりされ、その連続性が確保される。

（3） 障害者福祉施策

　障害者福祉施策の実施主体は、国、県、社会保障金

庫等である。サービスの内容としては、①施設入所福

祉サービスとして、児童向けに知的障害児施設、運動

障害児施設、重度障害児施設、再教育施設などがあり、

成人障害者向けに障害者居住施設、障害者生活寮、重

度障害者成人寮などがある。②在宅サービスとして、

障害児教育のための地域支援センターの設置、各県の

進路･職業委員会による職業指導等が行われている。全

体としてなるべく普通の生活をすることが推奨されて

おり、施設に対する需要は軽度障害者に対するものが

減少し、重度障害者に対するものが増加している。

（4） 児童健全育成施策

 a 出産時の手当

　出産休暇を取得する女性に、疾病保険から休暇前日

給（税・社会保険料込み賃金）の100％が支給される（出

産休暇手当）。

 b 児童に関する手当

　児童関係の給付としては、家族給付がある。家族給

付は、大きく分けると、社会保険制度の一つとしての

家族･出産保険（全国家族手当金庫（CNAF）の所轄）

と同保険に加入していない者又は適用されない貧困者

を対象とする社会扶助制度とがある。

　我が国の子ども手当に類似する給付として、子供3）が

２人以上いる家庭に家族手当が支給される。所得要件

はなく、子供が２人の場合は月額で125.78ユーロ、３人

の場合は286.94ユーロ、４人の場合は448.10ユーロ（以

降１人につき161.17ユーロ加算）が20歳になるまで支

給される。また14歳～ 20歳までの児童には月額62.90

ユーロが加算される（ただし、子供が２人以下の場合に

その年長子には加算措置は適用されない）。

　このほか、2003年の全国家族会議において乳幼児迎

え入れ手当（PAJE：Prestation d’Accueil du Jeune 

Enfant）の導入が公表され、2004年１月以降に出生し

た子供から適用されている。PAJEは出産先行手当、基

礎手当、補助手当（保育費用補助又は賃金補助のいずれ

かを保育方法により決定）から成る。出産先行手当及び

基礎手当は支給対象に所得上限が設けられているが、補

助手当には所得上限はない。補助手当のうち保育費用補

助は認定保育ママ等に子供を預けて働く親に支給され、

賃金補助は育児のために労働を中断し、又は労働時間を

削減する親に支給される（ｃ育児休暇制度 参照）。

 c 育児休暇制度

　３歳未満の子供を持つ親が取得できる。１～３年間

休職するか、パートタイム労働に移行できる。休暇中は、

第１子が生まれた場合には最長６か月、子供が２人以

上いる場合には対象となる子供が３歳になる前の月ま

で、出生順位に関わらず同額の（乳幼児迎え入れ手当の

補助手当のうち）賃金補助が受けられる。

　2005年９月22日の全国家族会議において、ド・ビル

パン首相は育児休暇制度を改正する方針を打ち出した。

これにより、第３子以降に係る育児休暇について、期

間を１年に短縮する代わりに、乳幼児迎え入れ手当の

補助手当の賃金補助を引き上げる選択肢が設けられた

（2011年現在、月額560.40ユーロから801.39ユーロに引

き上げる選択肢などがある。）。

 d 児童健全育成施策

　保育サービスには大きく分けて、託児所によるもの

■３）家族給付における子供（enfant）とは、20歳未満で、月の収入が月額最低賃金（SMIC）の55％（836.45ユーロ）を超えない者をいう。
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と、個人によるものとがある。

　託児所は主に３歳未満の子供を預かる施設で、集団

託児所、ファミリー託児所、親が組織するペアレント

保育所などの形態が認められている。利用者負担は、

所得や扶養家族数によって異なる。

　認定保育ママは、家族･社会扶助法典に基づき、職業

教育の後、県の管轄下の母子保護センターが認定する。

個人としての認定保育ママによるサービスについては、

料金や時間帯について利用者と認定保育ママとの間で

自由に取り決めを行うことができる。乳児迎え入れ手

当（PAJE）の補助手当のなかの保育費用補助として、

認定保育ママ等を雇用して６歳未満の子供を１人以上

預けながら働いている親に手当が支給される。

６ 近年の動き･課題･今後の展望等 ..... . . . . . . . . . . . . . .
（1） サルコジ政権の基本方針

　「もっと働きもっと稼ぐ」「（過去との）訣別」をスロー

ガンとして2007年５月に就任したサルコジ大統領は、

就任直後の７月には、「労働、雇用及び購買力に関する

法律」を成立させ、超過勤務を促進するとともに、購

買力を増大させることを目的として、法定労働時間（週

35時間）を超える部分の超過勤務手当について、租税・

社会保険料を撤廃した。

　また、同年９月に発表された同大統領の労働・社会

政策の全体像においては、現在のフランスの社会シス

テムが、①財政的に持続可能でない、②労働を妨げて

いる、③機会の平等を確保するものとなっていないと

の認識の下、「新たな社会的契約（nouveau contrat 

social）」の概念に基づき、①富の源泉である労働と雇

用を社会政策の中心に据える、②企業と労働者の双方

にとって流動性と確実性を両立させる、③責任と連帯

の均衡を図る、という３つの原則に立って改革を進め

ることが示された。その上で、①については週３５時

間労働制の柔軟化や高齢労働者の就業促進が、②につ

いては労働契約や公共雇用サービスの改革が、③につ

いては以下のような改革が具体的内容として示された。

（a）医療制度の改革

 ア アルツハイマー病やガン対策といった新たなニー

ズに対応していくため、2008年社会保障予算法案

において患者定額負担の引上げを行う。

 イ 医師の開業の自由等の医療提供体制、国民連帯の範

囲（義務的制度か補足的制度）に関する改革を行う。

（b）現在は不明確な介護リスクへの対応の原則、構造、

財政の確立

（c）高齢化への対応

 ア 一般の民間被用者、公務員を対象とする制度と比

較して優遇されている公共交通機関の職員等を対

象とする特別年金制度の改革を行う。

 イ 特別年金制度の改革後、2008年の年金改革に向け

て議論を行う。

（2） 各年の社会保障予算法の動向

 ａ 2008年社会保障予算法

（a） 政府の説明ぶり

　ヴォルト予算・公会計・公職大臣は、社会保障会計

委員会において、2008年社会保障予算法案のポイント

を以下のように説明した。

 ア 2008年予算法案は応急的措置であり、長期的な財

政均衡に向けた議論を継続する。（長期的な財政均

衡に向けた議論として、医療・年金改革のほか、

社会保障目的税にも触れている。）

 イ （何らの措置も講じない）自然体からの収支改善措

置を強調し、社会保障財政を収支均衡への軌道に

戻すものと主張。

 ウ 財政均衡に向けた取組とともに、国庫と社会保障財

政の関係の明確化も強調。不毛な議論の収束により、

長期的な改革に関する議論に集中できると主張。

（b）社会保障制度の財政収支

〈表4-4-4〉社会保障制度（一般制度）の部門別財政収支（2008年予算法案）
（億ユーロ、△マイナス）

2005年 2006年 2007年 2008年
（自然体）

2008年
（予算案）

疾　病 △ 80 △59 △ 62 △ 71 △43
労　災 △  4 △ 1 △  4 1 3
家　族 △ 13 △ 9 △  5 0 3
老　齢 △ 19 △19 △ 46 △ 57 △51
合　計 △116 △87 △117 △127 △89
注：最終的な2008年予算における財政収支は、疾病部門が△42、老齢部

門が△52、合計△88である。
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　2008年における自然体（何らの措置も講じない場合）

からの収支改善措置の内容は以下のとおりである。

ア　医療費抑制17億ユーロ

　17億ユーロのうち８億ユーロが患者定額負担の引上

げ（2008年１月実施）によるものであり、アルツハイマー

及びがん対策の向上のために導入すると説明している。

具体的には薬剤１処方及び医療補助処置１回につき0.5

ユーロ、移送１回につき２ユーロの負担であるが、１

人当たり年間合計50ユーロが上限とされているほか、

低所得者、乳幼児及び妊婦は適用除外とされている。

　これ以外の措置の影響額は詳らかではないが、医療

関係で掲げられている重要施策は以下のとおりである。

（ア） 患者超過負担の透明性の向上

（イ） 病院における医療活動ベース診療報酬制度（T2A：

Tarifi cation à I’ activité）4）の一般化

（ウ） 希望する開業医を対象とする新しい包括払い診療報

酬（GHS：Groupe hômogéne des séjours）5）の試

行（５年間）

イ　歳入増加策15.7億ユーロ（社会保障制度全体では

19.8億ユーロ）

　55 ～ 64歳の就業率（2007年平均）は38.3％である

（EU15か国の平均は46.6％（出所：EUROSTAT））。リ

スボン戦略における2010年の目標は50％であり、高齢

者雇用促進措置等を実施する。

ｂ　2009年社会保障予算法

（a） 政府の説明ぶり

　ヴォルト予算担当長官は、2009年社会保障予算法案の

ポイントとして以下の二つの目標と一つの原則を挙げた。

目 標 ①：医療保険財政の再建に向けた取組みを継続

し、一般制度の財政均衡を2012年に達成する。

目 標 ②：経済危機の中、家計に負担を課さず、企業

に対し新たな負担は極力課さない。家計購

買力を圧迫するいかなる措置も採らず、低

額な年金を改善する。

行動原則：各自がそれぞれ「責任」を果たし、赤字解消

に向けた努力を共有する。

（b） 社会保障制度の財政収支

〈表4-4-5〉社会保障制度（一般制度）の部門別財政収支(2009年予算法案)
（億ユーロ、△マイナス）

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
（自然体）

2009年
（予算案）

疾病 △ 80 △59 △46 △40 △ 76 △34
労災 △  4 △ 1 △ 5 4 4 0
家族 △ 13 △ 9 2 4 3 △ 2
老齢 △ 19 △19 △46 △57 △ 80 △50
合計 △116 △87 △95 △89 △150 △86
注：最終的な2009年予算における財政収支は、2008年秋の金融危機の影

響により、疾病部門が△46、労災部門が１、家族部門が△５、老齢
部門が△53で合計△105である。なお、2009年６月に公表された社
会保障会計委員会の報告によれば、財政収支は更に悪化し、△201
となる見込みである。

（c） 概要

 ① 経済情勢の悪化に関わらず、2008年は目標堅持、

2009年は財政再建を強化

　•2009年は自然体と比して64億ユーロの財政赤字削

減努力。2012年に財政収支均衡の見通し（その後の

2008年秋の金融危機の影響により、財政収支の見

込みについては大幅に修正している）。

 ② 累積債務の会計処理の適正化及びFFIPSA問題の処

理

　•一般制度及びFSV（老齢連帯基金）の累積債務270

億ユーロをCADES（社会保障債務返済金庫）に移管。

これにより一般制度の金利負担10億ユーロを節減。

　•FFIPSA（農業経営者社会保護融資基金）の累積債

務75億ユーロを国が承継。

 ③ 支出の抑制と効率化

　•現実的なONDAM（全国医療支出目標：伸び率）を

設定（3.3％）しつつ、医療保険財政の再建を継続。

開業医及び病院費用を抑制（3.1％）しつつ、社会

医療施設費用は6.3％とし、高齢者及び障害者施策

を充実6）。

　•低額年金者の年金改善及び高齢者雇用促進の取組

み強化7）。

　•優先分野への対応（保育サービスの拡充など）及

■４）医療活動ベース診療報酬制度（T2A）とは、公立病院や非営利法人病院を対象とした診療実績に基づく医療行為グループ別の予算決定方式。従来
は診療報酬と包括補助金の二本立て予算であったものを、T2Aの導入により包括補助金の交付はなくなった。

■５）包括払い診療報酬（GHS）とは、慢性疾患のような一定の疾病の治療行為に対する診断群分類に基づく定額診療報酬制度。
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び不正行為対策の強化。

 ④ 歳入確保と総合的（個別制度を超えた）対応

　•年金の児童加算に要する費用（家族手当金庫と老

齢連帯基金で負担）に関し、家族手当金庫負担分

を増額（2011年には全額家族手当金庫で負担予定）。

　•年金保険料を0.3％引き上げ（18億ユーロ）、その分

失業保険料を引き下げ。

　•社会保険料減免制度の定期的評価等。

　•現在は事業主負担医療保険料の算定基礎に入って

いない従業員利益分配等に対する２％の拠出金の

導入（４億ユーロ）。

　•医療保険補足制度の売上高に応じた課税の強化（税

率2.5%→5.9%　10億ユーロ）

 ｃ 2010年社会保障予算法

（a）政府の説明ぶり

　経済危機への対応と社会保障改革の継続を基本的考

え方とする2010年社会保障

　予算法案のポイントは以下のとおりである。

 ① 社会保障財政の赤字は大幅に拡大しているが、原

因は経済危機による歳入減である。

 ② 早急な景気回復のため、家計の購買力や景気に悪

影響をもたらす公的負担の引上げは行わない。ま

た、景気後退の影響を緩和する役割を社会保障制

度が果たすことができるよう、大幅な歳出（給付）

削減は行わない。

 ③ 医療保険支出の増加を抑制するための取組は継続

する。

 ④ 労働に対する負荷を軽減するため、公的負担の各

種免除措置を見直し、賦課ベースを拡大する。

（b）社会保障制度の財政収支

〈表4-4-6〉社会保障制度（一般制度）の部門別財政収支(2010年予算法案)
（億ユーロ、△マイナス）

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
（自然体）

2010年
（予算案）

疾病 △59 △46 △ 44 △115 △171 △146
労災 △ 1 △ 5 2 △  6 △  8  △  8
家族 △ 9  2 △  3 △ 31 △ 44 △ 44
老齢 △19 △46 △ 56 △ 82 △113 △107
合計 △87 △95 △102 △235 △336 △306

（c）概要

 ① 医療

　•医療保険支出は2000年以降毎年５％を上回る伸び

を示してきたが、2007年は４％、2008年は3.5％と

鈍化し、2009年はONDAMを0.1%だけ上回る3.4％

となっている。2010年のONDAMは3.0％とする。

この目標を達成するため、医学的な医療費効率化

対策の推進、診療報酬及び薬価の適正化、入院時

定額負担金の引上げ（１日当たり16ユーロ→18ユー

ロ）などにより22億ユーロの医療費効率化を行う。

　•分野別のONDAMは外来部門、入院部門ともに2.8％

とする一方、社会医療部門については、アルツハ

イマープランの実施など高齢者や障害者への対応

を充実させるため5.8％の伸びを確保する。

 ② 年金

　•母親の年金権を保護するため、現在、子どもが16歳

になるまでに最低８年間の育児を行った女性につい

ては、子ども１人につき２年間の保険期間の加算対

象となるが、この仕組みについて、男女差別を禁止

する欧州人権条約に反するとの破毀院の判断を踏ま

えた見直しを行う。具体的には、４四半期は妊娠及

び出産に着目して母親に対して加算し、更に４四半

期は育児に着目して夫婦に加算する。この育児に着

目した加算期間は、反対の意思表示が夫婦からなさ

れない限り、母親に対して付与されるが、夫婦の合

意により分割することができる。

　•高齢者雇用を推進するため、2009年社会保障予算

■６）医療政策について、①歳入確保のため、医療保険補足制度に対する課税を強化しつつ、診療報酬に関する協約の交渉について補足制度の関与を強化、
②医療費抑制としては、医療提供者と被保険者に対し、医学的な正当化が疑わしいケアの変更を働きかけ、③また、医療機関のガバナンスと医療
機関間の連携の改革に関する法案を国会に提出（2009年７月に「病院・患者・保健・地域法」が成立）。

■７）このほか、年金については、2003年年金改革法の適用を確認し、満額年金の受給に必要な加入期間について、2012年１月から41年間となるよう毎
年四半期ずつ延長する。
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法で採用された措置を継続する。

 ③ 家族政策

　•保育サービスを充実させるため、保育ママの住居の

改善費用に関する無利子融資制度（上限１万ユーロ、

返済期間10年）を創設するとともに、国と全国家族手

当金庫の新たな協約に基づく集団保育所の整備を推

進する。

 d 2011年社会保障予算法

（a）政府の説明ぶり

　2011年社会保障予算法案は、社会保障財政を立て直

すために過去に例のないものであり、そのポイントは

以下のとおり。

 ① 経済危機による給与支払総額の縮減の中、社会保

障財政は大きな赤字となった。2011年は給与支払

総額が増加すると見込んでいるが、何らの政策も

講じなければ286億ユーロの赤字となる。

 ② 歳入及び歳出の改革を行なうことにより、2010年

に比較して赤字額を減額させる。

 ③ 特に、租税特別措置及び社会保障特例の廃止又は

縮減により大幅に赤字を削減する。

 ④ 年金制度改革の実施、医療保険の支出の増加の抑

制などにより、歳出について責任ある行動をとる。

 ⑤ 不正防止などの社会保障の管理運営を最適化する

ための努力を継続する。

（b）社会保障制度の財政収支

〈表4-4-7〉社会保障制度（一般制度）の部門別財政収支（2011年予算法案）
（億ユーロ、△マイナス）

2009年 2010年 2011年
（予算案）

2012年
（目標）

2013年
（目標）

2014年
（目標）

疾病 △106 △121 △115 △ 98 △ 89 △ 75
労災 △  7 △  6 1 3 4 8
家族 △ 18 △ 29 △ 27 △ 26 △ 27 △ 23
老齢 △ 72 △ 91 △ 68 △ 71 △ 76 △ 72
合計 △203 △248 △209 △192 △188 △163
※2011年の自然体の部門別財政収支は、疾病△145億ユーロ、労災△
３億ユーロ、家族△32億ユーロ、老齢105億ユーロ、合計286億ユーロ
である。

（c）概要

 ① 医療

　•2010年の医療保険支出は、1997年の医療保険の支

出目標（ONDAM）設定以降ではじめてその枠内の

伸びとなった。2011年のONDAMは年2.9％の伸び

とする。この目標を達成するため、一部の医薬品

及び医療用具の償還割合の変更、提供する医療の

効率化、長期療養を要する疾病の負担の見直し等

により、24億ユーロの医療費効率化を実施する。

　•分野別のONDAMは外来部門、入院部門ともに2.8％

とする一方、社会医療部門については、アルツハ

イマープランの実施など高齢者や障害者への対応

を充実させるため3.8％の伸びを確保する。

 ② 年金

　•2010年11月に成立した年金改革法（後述）の着実

な実施。

 ③ 家族政策

　•2009年から2012年までの間に、集団保育所による

保育の定員を10万人、保育ママによる保育の定員

を10万人、合計20万人増加させる。

（3） 保健医療政策の動向

　サルコジ大統領は2008年６月に保健政策と医療改革

に関する包括的な演説を行い、これに沿って、自らが

関与して策定した公衆衛生に関する三つの長期計画（が

ん、アルツハイマー、終末期医療）を推進するとともに、

2009年７月には病院のガバナンスの改善や地域におけ

る関係機関の統合など医療提供体制の改革を内容とす

る「病院、患者、保健、地域法」を成立させている。

＜「病院、患者、保健、地域法」の内容＞

（a）病院の近代化

 ① ガバナンスの再構築 

　•運営のトップとしての「病院長」の明確化・権限強化

　•医師が構成する医療委員会において病院の「医療計

画」を作成。同委員会の議長は、理事会の副議長

として病院長を支える。

 ② 病院間の連携協力の強化 

　•同一地域の複数公立病院による地域病院共同体の

創設を可能に。 

　•公立病院と私立病院による保健協力グループの創

設を簡素化。
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（b）良質な医療へのアクセスの確保

　•医学生及び研修医の定員を、各医学部・各専門で、

地域のニーズに応じて定め、医師養成を国民の医

療ニーズに適合させる。

　•地方公共団体などによる各種の医師偏在改善措置

の調和を推進。

　•若手の医師や患者が選好する複数の医療関係職種

のグループによる診療形態（Maison de santé）の

支援・推進。

　•CMU補足制度の対象者など貧困者に対する診療拒

否への対応 

　•医療に関する情報へのアクセスの確保

（c）予防と公衆衛生

 ① 患者に対する治療法の教育に関する規定の創設

 ② アルコール販売の禁止の強化（未成年者への販売、

サービスステーションでの販売）

 ③ たばこキャンディーの販売禁止

（d）保健システムの地域組織～ARSの創設～ 

　州レベル及び県レベルの国と疾病金庫の７つの出先

機関を統合する州保健庁（ARS：Agence régionale 

de santé）を創設することにより、地域のニーズによ

り適合した効果的な保健政策の実施を可能とする。

（4） 年金改革の動向

 a これまでの改革の経緯

　年金制度については、1982年のミッテラン政権下に

おいて年金支給開始年齢の65歳から60歳への引下げが

行われたが、高齢化の進展等を踏まえ、1993年のバラ

デュール改革、2003年のフィヨン改革と累次にわたり

改革が実施されてきた。

（a）バラデュール改革（1993年）

 ① 一般制度の満額拠出期間の延長（37.5年→40年）

 ② 年金額算定の基礎となる平均賃金の算定期間の延

長（10年→25年）

 ③ 既裁定年金の額の改定方法の変更（賃金スライド

→物価スライド）

（b）フィヨン改革（2003年）

 ① 一般制度の満額拠出期間を2012年までに段階的に

延長（40年→41年）

 ② 公務員制度の満額拠出期間、既裁定年金の額の改

定方法を一般制度と同様に改める（年金額算定基礎

となる平均賃金の算定期間（６か月）、算定対象

（ボーナスを考慮しない）は変更せず。）

 b サルコジ政権下の改革

　サルコジ政権下においても、これまでの改革の成果

を踏まえつつ、厳しい社会保障財政の状況を踏まえ、

継続的に年金改革に取り組んでいる。

（a） 特別年金制度改革（2007 ～ 2008年）

　公共交通機関等の職員を対象とする特別制度につい

て、改革に反発する大規模なストライキが発生したも

のの、以下の改革を実施した。

 ① 満額拠出期間を37.5年から一般制度・公務員制度と

同様の40年に延長

 ② 既裁定年金の額の改定方法を物価スライドに変更

（ただし、制度によっては50歳ないし55歳から受給

することが可能であり、また年金額裁定の基礎と

なる平均賃金の算定期間は６か月である。）

（b）2008年改革

 ① 2003年改革法の適用を確認（満額拠出期間を40年

から41年に延長）

 ② 高齢者雇用を推進するため、以下の措置を講じる

　•60歳以上で満額拠出期間を満たした者又は65歳以

上の者でも、就労しながら年金を受給することを

制限なく認める。

　•将来の年金額を改善しつつ、就労期間の延長を促

すため、繰下げ支給の増額率を年３％から５％に

引き上げる。

　•高齢者雇用を実現するための労使交渉を促す（協約

締結の義務付けと協約を締結しない企業に対する

ペナルティの導入）

（c）2010年改革

　ギリシア財政危機により、EU諸国の財政に対する懸
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念が高まる中、サルコジ大統領は、2010年２月に、財

政赤字・公的債務に対する市場の懸念を払拭するため、

財政改革を継続する意思を明確で分かりやすく示すこ

とが必要であるとの認識から、短期的に大幅な増税や

歳出削減を回避しつつ、長期的に確実な歳出削減を行

うことが可能な年金改革に取り組む意思を表明した。

　その後の労使関係者との議論を経て政府により国会

に提出された年金改革法案については、国会で長時間

にわたって議論が行われ、その間、改革に反発する大

規模なストライキやデモが頻発し、港湾労働者のスト

ライキによって一時期ガソリン供給に懸念も生じたが、

国会による修正を経て、2011年11月に成立した。その

概要は以下のとおりである。

 ① 被用者間の公平な努力の分担による就労期間の延長

　•年金受給開始年齢を現在の60歳から１年に４か月

ずつ引き上げ、2018年に62歳とする。満額受給年

齢も同様に現在の65歳から引き上げ、2023年に67

歳とする。

　•制度・職種により異なる公務員制度の受給開始年

齢も原則として２歳引き上げる（特別年金制度につ

いては2017年からの同様の引上げを実施）。

　•2003年改革法に従い、平気寿命の伸びに応じ満額

拠出期間を延長し、2020年に41.5年とする。

　•一方で、労働負荷の重い被用者には、より早期の

受給を認める。

 ② 年金制度改革のための財源確保

　•高所得者及び資本性所得に係る所得税の引上げ（所

得税の最高税率を40％から41％へ、ストック・オ

プション並びに動産及び不動産の譲渡所得に係る

課税強化）

　•社会保険料の事業主負担に関する軽減措置の見直し

 ③ 官民格差の是正

　•現在7.85％の公務員制度の保険料率を民間と同様の

10.55％に10年間で引き上げる。

　•子ども３人以上で15年以上勤務した者の早期退職

に関する措置を廃止

 ④ 2018年の財政均衡

　•全ての措置の財政効果により2018年には財政均衡

する見込み。それまでの間の財政赤字は、社会保

障債務返済金庫（CADES）に移転する。

　•今回の制度改正により2018年に財政が均衡する見

込み。2018年以降の制度のあり方について、2013

年から幅広く検討を行う。その際には、「ポイント

制」、普遍的制度、概念上の積立などが議論の対象

となる可能性がある。

（５）高齢者介護施策の動向

　将来の人口の高齢化と要介護高齢者の増加が見込ま

れること、現行制度は利用者の負担が大きいこと等か

ら制度改正の必要性が指摘されている。サルコジ大統

領は、従来より要介護状態となることを年金、医療、

労災及び家族に次ぐ「第５のリスク」と位置づけ、当面

の内政上の重要課題の一つとしており、年金改正の次

に改革を行うことを表明。

　2011年初めには専門家等から構成されるワーキング

グループが設置され、また、全国で公開討論が実施さ

れるなど、国民的な議論が行われている。この中では、

新たな財源として高齢者の資産の活用、民間保険への

義務的な加入、新たな社会保険制度の創設等について

も議論されている



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


